
障害福祉計画市町担当者等会議 次第

平成１８年５月１７日（水）13:30～ 県庁那須庁舎別館 ３０２会議室(1)

県北健康福祉センター管内対象：

平成１８年５月１９日（金）13:30～ 県庁小山庁舎 ４階大会議室(2)

県南健康福祉センター管内、安足健康福祉センター管内対象：

平成１８年５月２２日（月）13:30～ 県庁自治研修所 ２０５会議室(3)

宇都宮市、県東健康福祉センター管内、県西健康福祉センター管内対象：

【説明事項】

・障害福祉計画の策定手順等について

・退院可能な精神障害者の取扱い等について

・地域生活支援事業の国庫補助配分について
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（H18.5.17版）市町村障害福祉計画 作成イメージ

→計画の名称は任意○○市（町）第一期障害福祉計画

趣旨、基本的理念、目的及び特色などを記載１ 計画作成の意義 →

障害保健福祉施策については、平成１５年度から、ノーマライゼーションの理念の

※計画作成が完了したら、遅滞なく栃木県知事に提下、障害者及び障害児（以下「障害者等」という ）の自己決定を尊重し、利用者自。

出するとともに、公表すること。らがサービスを選択する支援費制度が導入されました。

支援費制度の施行により、新たにサービスの利用者が増えるなど、障害者等が地域

※「議会への報告」は法に規定なし。生活を進める上での支援が大きく前進しましたが、今後も利用者の増加が見込まれる

実施の要否も含めて市町村の判断中で、制度をより安定的かつ効率的なものとすること、精神障害者が支援費制度の対

象となっていないなど現在、障害種別によって異なっている障害福祉サービスの体系

や、公費負担医療の利用の仕組み等を一元的なものとすること、など障害者等が必要

なサービスを安定的に利用できるよう、障害保健福祉施策の各般にわたる抜本的な改

革を行うため、障害者自立支援法が平成１８年４月１日施行されたところです。

本計画は、障害福祉サービス等の必要量を的確に見込むとともに、その確保のため

の方策を定め、提供体制の計画的な整備を図ろうとするものです。

【基本的理念】

（１）障害者の自己決定と自己選択の尊重

（２）希望する障害者等に日中活動系サービスを保障

（３）グループホーム等の充実を図り、施設入所・入院から地域生活への移行を推進

（４）福祉施設から一般就労への移行等を推進

２ 計画の性格
→障害福祉計画と障害者計画との関係（別紙参照）本計画は、障害者等の施策全般にわたる基本的な事項として障害者基本法に基づき

平成○年度に作成した○○市（町）障害者計画の「生活支援」のうち、３年を１期と

法令の根拠した障害福祉サービス等の確保に関する実施計画として、障害者自立支援法第８８条 →

に基づき作成するものです。

３ 計画期間
→変更不可本計画の計画期間は、平成１８年１０月１日から平成２１年３月３１日とします。
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４ 計画作成体制
→「市町村は、住民の意見を反映させるために必要な措本計画の作成にあたり、サービスを利用する障害者等のニーズを適切に把握すると

置を講じるものとする 」法 条第 項ともに、障害者等や関係者の意見を反映させるため、次の体制を整備しました。 。 88 5
・サービスを利用する障害者のニーズを適切に把握（１）○○市（町）障害福祉計画作成委員会の開催

・障害者の意見を反映させるために必要な措置開催経緯・・・

・地域住民、企業など幅広く参加を求める。委員名簿・・・

★少なくとも計画作成委員会等の設置は必要

（２）住民の意見の反映

パブコメ、アンケート、公聴会の実施・・・・・・

５ 平成２３年度における目標値
（１）入所施設の入所者の地域生活への移行

項 目 数 値 考 え 方

現入所者（Ａ）

人 H17.10.1現在

H23年度

入所者数（Ｂ） 人 H23年度末見込み

【目標値】 人

削減見込 Ａ－Ｂ （ ％）（ ）

【目標値】

地域生活移行数 人 施設からGH･CHに移行する者の数

県としての考え方は後日示す（２）入院中の精神障害者の地域生活への移行 →

項 目 数 値 考 え 方

現 在

人 現在の退院可能精神障害者数

【目標値】 上記のうちH23年度末までに減少を

減少数 人 目指す数

（３）福祉施設から一般就労への移行

項 目 数 値 考 え 方
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、現在の年間 H17年度において福祉施設を退所し

一般就労移行者数 人 一般就労した者の数

【目標値】

H23年度の年間 人 H23年度において施設を退所し、一

一般就労移行者数 （ 倍or％） 般就労する者の数

６ 各年度における指定障害福祉サービス又は指定相談支援の種類ごとの必

要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策
（１）各年度における指定障害福祉サービス又は指定相談支援の種類ごとの必要な

量の見込み

Ａ 訪問系サービス

１８年度 １９年度 ２０年度 ２３年度

居宅介護

→基本指針に基づき市町村で算出重度訪問介護

４つのサービスを一体として設定可行動援護 時間（ ）

退院可能精神障害者分は県から指示重度障害者等包括支援

Ｂ 日中活動系サービス

１８年度 １９年度 ２０年度 ２３年度

（ ）生活介護 人日

→国が示すワークシートに基づき算出自立訓練（機能訓練） 人日（ ）

具体的な計算方法は別途指示自立訓練（生活訓練） 人日（ ）

（ ）就労移行支援 人日

（ ）就労継続支援（雇用型） 人日

（ ）就労継続支援（非雇用型） 人日

療養介護 （人）

→基本指針に基づき市町村で算出児童デイサービス 人日（ ）

退院可能精神障害者分は県から指示（短期入所）短期入所 人日（ ）
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Ｃ 居住系サービス

１８年度 １９年度 ２０年度 ２３年度

→国が示すワークシートに基づき算出共同生活援助 人分（ ）

と は一体として設定可共同生活介護 GH CH
具体的な計算方法は別途指示施設入所支援 人分（ ）

→地域生活支援事業の相談支援事業とは別Ｄ 相談支援

基本指針に基づき市町村で算出１８年度 １９年度 ２０年度 ２３年度

（国庫負担基準がベースか）相談支援 人分（ ）

※サービス利用計画作成費の対象者数

上記目標数値を定めた後に、各市町村で検討（２）指定障害福祉サービス又は指定相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保の →

ための方策

地域自立支援協議会、サービスの拠点づくり、ＮＰＯ等の育成、地域ネット

ワークの強化、地域社会の理解を得るための取組み ・・・・・・・・、

７ 地域生活支援事業の実施に関する事項
至急（１）実施する事業の内容及び各年度における種類ごとの量の見込み ★各市町村で検討すべき大きな課題

H18 H19 H20

a障害者相談支援事業

相談支援事業の実施、地域自立支援協議会の設置・・・・

必須事業bコミュニケーション支援事業

設置見込か所数、利用見込者数等を記載する。手話通訳者等の派遣、手話通訳者の設置・・・・

表形式にするか、単位は何にするかは任意）c日常生活用具給付等事業 （

介護・訓練支援用具等６種の用具の給付・貸与・・・・

・利用者数の想定d移動支援事業

・委託･直営の判断個別支援型、グループ支援型、車両移送型の実施・・・・

・地域資源（委託先、ボランティア活用）等e地域活動支援センター事業

の検討基礎的事業、Ⅰ～Ⅲ型の実施・・・・
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fその他の事業（※任意）

f-1福祉ホーム事業

f-2盲人ホーム事業

→任意事業f-3訪問入浴サービス事業

設置見込か所数、利用見込者数等を記載する。f-4身体障害者自立支援事業

表形式にするか、単位は何にするかは任意）f-5重度障害者在宅就労促進特別事業 （

f-6更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業

f-7知的障害者職親委託制度

f-8生活支援事業

f-9社会参加促進事業

f-10障害児タイムケア事業

f-11生活サポート事業

事業量確保のための措置を明記（２）各事業の見込量の確保のための方策 →

上記目標数値を定めた後に、各市町村で検討・・・・・・

（３）その他実施に必要な事項

・・・・・・

８ 達成状況の点検及び評価、見直し
各年度において、サービスの見込量などについて達成状況を点検、評価し、この結

果に基づいて所要の対策を実施します。

また、本計画に関して必要な見直しを平成２０年度末までに行った上で、第二期障

。害福祉計画を平成２１年度から平成２３年度までを期間として作成することとします



入力シート

 

１．日中活動系 ２．居住系 ３．居住系の利用者増加数 （単位：人）

各自治体値 平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２２年 平成２３年

平成17年実績 １年あたり伸び 平成１７年実績 増加見込 増加見込 増加見込 増加見込 増加見込 増加見込

身体障害者更生施設 市町で把握 市町で把握 身体障害者更生施設 市町で把握 ①施設入所支援の増加見込人数 ④×5% ④×5% ④×5% ④×5% ④×5% ④×5%

身体障害者療護施設 市町で把握 市町で把握 身体障害者療護施設 市町で把握 （累計）

身体障害者授産施設 市町で把握 市町で把握 身体障害者授産施設 市町で把握 ②GH・CHの増加見込人数 市町で把握 市町で把握 市町で把握 市町で把握 市町で把握 市町で把握

身体障害者通所授産施設 市町で把握 市町で把握 身体障害者通所授産施設 （累計）

身体障害者福祉工場 0 0 身体障害者福祉工場 ③福祉ホームの増加見込人数 ⑪×5% ⑪×5% ⑪×5% ⑪×5% ⑪×5% ⑪×5%

身体障害者小規模通所授産施設 0 0 身体障害者小規模通所授産施設 （累計）

身体障害者小計 身体障害者小計

知的障害者更生施設（入所） 市町で把握 市町で把握 知的障害者更生施設（入所） 市町で把握 ４．法定施設の新体系への移行割合 （単位：％）

知的障害者更生施設（通所） 市町で把握 市町で把握 知的障害者更生施設（通所） 平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２２年 平成２３年

知的障害者授産施設（入所） 市町で把握 市町で把握 知的障害者授産施設（入所） 市町で把握 【身障】上期に新体系へ移行する事業所割合 25.00% 12.50% 6.25% 3.13% 3.13%

知的障害者授産施設（通所） 市町で把握 市町で把握 知的障害者授産施設（通所） 　　　　　下期に新体系へ移行する事業所割合 25.00% 12.50% 6.25% 3.13% 3.13%

知的障害者福祉工場 ① 0 知的障害者福祉工場 身障施設の新体系移行割合（累計） 25.00% 62.50% 81.25% 90.63% 96.88% 100%

知的障害者小規模通所授産施設 ② 0 知的障害者小規模通所授産施設 【知的】上期に新体系へ移行する事業所割合 25.00% 12.50% 6.25% 3.13% 3.13%

知的障害者小計 知的障害者小計 　　　　　下期に新体系へ移行する事業所割合 25.00% 12.50% 6.25% 3.13% 3.13%

精神障害者生活訓練施設 ③ 0 精神障害者生活訓練施設 ③ 知的施設の新体系移行割合（累計） 25.00% 62.50% 81.25% 90.63% 96.88% 100%

精神障害者入所授産施設 ④ ④×5% 精神障害者入所授産施設 ④ 【精神】上期に新体系へ移行する事業所割合 25.00% 12.50% 6.25% 3.13% 3.13%

精神障害者通所授産施設 ⑤ ⑤×10% 精神障害者通所授産施設 　　　　　下期に新体系へ移行する事業所割合 25.00% 12.50% 6.25% 3.13% 3.13%

精神障害者福祉工場 0 0 精神障害者福祉工場 精神施設の新体系移行割合（累計） 25.00% 62.50% 81.25% 90.63% 96.88% 100%

精神障害者小規模通所授産施設 ⑥ 0 精神障害者小規模通所授産施設 入力に当たっての留意事項

精神障害者小計 精神障害者小計

３障害法定サービス合計 ３障害施設系サービス合計

身体障害者デイサービス（注１） 市町で把握 市町で把握 知的障害者通勤寮 市町で把握

知的障害者デイサービス（注１） 市町で把握 市町で把握 知的障害者グループホーム 市町で把握

精神障害者地域生活支援センター（注２） ⑦ ⑦×10% 精神障害者グループホーム 市町で把握

デイサービス等合計 ＧＨ等居住系サービス合計

身体障害者福祉ホーム ⑨

知的障害者福祉ホーム ⑩

精神障害者福祉ホーム ⑪

小規模作業所（３障害）
市町で把握
（身・知）＋⑧ ⑧×3% ３障害福祉ホーム合計

退院可能な精神障害者 ⑫ － 退院可能な精神障害者

総　　　　計 総　　　　計

サービス見込量推計ワークシート【入力シート】

６．退院可能な精神障害者については、別途国の示す見込量を参考としてください。

１．赤字欄に各自治体の利用者実人員数を入力してください（黒字欄は自動計算を行います）。

３．利用者数の算定にあっては、措置者等も含め、実際に当該施設を利用している人数を算定してください。

４．身障デイおよび知的デイについては、請求データを稼働日数で除算するなど、１日当たりの平均実利用人数を入力して
ください。【　参考：全国マクロでは、身障：８人／箇所、知的：９人／箇所として算定　】

施設種別　　　　　　　　　利用者実数
各自治体値

施設種別　　　　　　　　　利用者実数

２．本ワークシートは、平成１７年１０月時点の利用者を基準に作成していますので、１０月利用者実数を入力してください。（
平成１７年１０月のデータが無い場合は、これに限りません。　）

５．精神地域生活支援センター利用者については、実績報告等に基づく、１日当たりの平均実利用人数を入力してください。
【　全国マクロでは、２７．５人／箇所として算定　】

平成１７年度実績用
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市町別利用者数（Ｈ１７．１０時点）　栃木県調査　 2006/5/16現在　57/3

施　設
種　別

施　設　名

1
宇都
宮市

2
足利
市

3
栃木
市

4
佐野
市

5
鹿沼
市

6
日光
市

7
小山
市

8
真岡
市

9
大田
原市

10
矢板
市

11
那須
塩原
市

12
さく
ら市

13
那須
烏山
市

14
下野
市

15
上三
川町

16
上河
内町

17
河内
町

18
西方
町

19
二宮
町

20
益子
町

21
茂木
町

22
市貝
町

23
芳賀
町

24
壬生
町

25
野木
町

26
大平
町

27
藤岡
町

28
岩舟
町

29
都賀
町

30
塩谷
町

31
高根
沢町

32
那須
町

33
那珂
川町

99
県
外・
不明

合計

愛光園稲岡工場 15 5 3 1 24

合　計　① 0 15 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

すぎの芽職業教室 16 16

めぐみ 12 12

SELPみなと 18 2 20

ふれあいの森 12 12

合　計　② 16 0 12 0 0 0 0 0 18 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60

援護寮宇都宮 9 1 1 11

かえで荘 5 1 1 1 1 9

みなみ 8 1 1 3 1 1 1 1 1 8 26

みなみⅡ 19 2 2 2 1 1 27

おりひめホーム 7 6 1 1 5 20

両崖ホーム 11 5 1 1 2 20

みんなの家 1 2 11 1 1 3 19

ピアハウス小山 1 3 2 1 3 10

ステップハウスむろい 1 3 3 1 1 1 10

那須愛恵苑 1 1 2 1 1 1 4 11

合　計　③ 44 20 2 25 3 8 4 3 4 3 2 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 1 1 2 1 27 163

授産施設下野 9 1 2 1 1 1 2 1 1 11 30

ハートピアきつれ川 1 2 1 1 16 21

合　計　④ 10 0 0 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 27 51

恵愛センター 19 1 20

ハートピアきつれ川 3 1 1 1 2 1 1 1 11

第２けやき作業所 2 1 1 1 2 3 1 10 21

合　計　⑤ 5 19 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 3 0 2 3 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 52

みゆきの杜作業所 16 2 18

足利ひまわり 26 5 31

小山ひまわり 16 2 1 19

ホリデー 3 8 11

ふるさとジョアン 5 1 2 1 1 1 7 2 20

合　計　⑥ 21 26 0 5 0 1 16 0 3 2 8 1 0 1 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 99

地域生活支援センターみゆき 22 1 23

地域生活支援ｾﾝﾀｰ宇都宮 24 1 1 1 1 1 29

地域生活支援センターハートランド 23 2 1 4 30

地域生活支援ｾﾝﾀｰあしかが 20 1 3 24

地域生活支援ｾﾝﾀｰさの 2 3 1 57 1 1 3 4 72

地域生活支援センター せいわ 2 23 2 2 29

地域生活支援センターおやま 1 14 1 1 3 20

ふるさとセンター那須 1 41 42

精神障害
者入所授
産

精神障害
者通所授
産

知的障害
者福祉工
場

精神障害
者小規模
通所授産

精神障害
者地域生
活支援セ
ンター

小規模通
所授産

精神障害
者生活訓
練
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市町別利用者数（Ｈ１７．１０時点）　栃木県調査　 2006/5/16現在　58/3

施　設
種　別

施　設　名

1
宇都
宮市

2
足利
市

3
栃木
市

4
佐野
市

5
鹿沼
市

6
日光
市

7
小山
市

8
真岡
市

9
大田
原市

10
矢板
市

11
那須
塩原
市

12
さく
ら市

13
那須
烏山
市

14
下野
市

15
上三
川町

16
上河
内町

17
河内
町

18
西方
町

19
二宮
町

20
益子
町

21
茂木
町

22
市貝
町

23
芳賀
町

24
壬生
町

25
野木
町

26
大平
町

27
藤岡
町

28
岩舟
町

29
都賀
町

30
塩谷
町

31
高根
沢町

32
那須
町

33
那珂
川町

99
県
外・
不明

合計

地域生活支援センターゆずり葉 4 1 16 4 25

ハートピアきつれ川 6 1 1 3 2 9 1 3 1 1 3 31

県東ライフサポートセンター 1 2 1 1 4 2 1 6 18

合　計　⑦ 58 46 1 61 24 5 14 2 48 1 18 9 2 2 1 0 4 0 2 4 2 1 6 3 1 1 1 3 0 0 1 4 1 17 343

自由空間ポー 17 1 1 19

ようとう共同作業所 14 1 15

みどり作業所 9 1 10

ほっとスペースひだまり 19 1 20

宇都宮ひまわり共同作業所 19 1 20

やじろべえ 4 1 5

足利第２ひまわり共同作業所 13 1 2 16

栃木第２地区ひまわり共同作業所 11 1 1 2 4 19

栃木地区ひまわり共同作業所 8 4 1 3 1 17

さの・アークスフォース 1 12 1 1 15

さの・ブローニュの森弁当部 2 1 6 1 1 11

さの・ブローニュの森フレンド 2 1 3

さの・ひまわり 40 2 1 43

鹿沼ひまわり共同作業所 1 14 1 1 17

まにまに工房 1 12 1 1 1 16

今市地区ひまわり共同作業所 15 15

小山第２ひまわり共同作業所 12 3 1 1 17

真岡ひまわり共同作業所 11 1 3 3 1 19

大田原地区ひまわり共同作業所 8 8 16

ﾜｰｸﾊｳｽ湯津上第２ 1 31 32

矢板地区ひまわり共同作業所 8 1 3 12

烏山地区ひまわり共同作業所 1 7 3 11

カレーハウス 1 3 1 5

合　計　⑧ 83 19 20 62 17 29 15 11 39 8 8 2 7 4 1 0 1 1 3 3 0 0 1 3 0 5 5 9 5 1 4 0 4 3 373

鬼怒 3 1 1 1 1 1 1 9

愛光園ホーム１丁目 4 2 1 2 1 2 12

合　計　⑨ 3 4 0 2 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 21

愛光園ホーム２丁目 1 8 3 1 13

大和久福祉ホーム 1 1 1 1 3 7

合　計　⑩ 1 9 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 20

つくし荘 1 2 1 4

あおぎり荘 1 1 6 1 9

清和荘 3 3 1 1 1 9

せせらぎ荘 5 1 1 7

自疆寮 6 2 1 1 10

知的障害
者福祉
ホーム

精神障害
者福祉
ホーム

精神障害
者小規模
共同作業
所

身体障害
者福祉
ホーム
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市町別利用者数（Ｈ１７．１０時点）　栃木県調査　 2006/5/16現在　59/3

施　設
種　別

施　設　名

1
宇都
宮市

2
足利
市

3
栃木
市

4
佐野
市

5
鹿沼
市

6
日光
市

7
小山
市

8
真岡
市

9
大田
原市

10
矢板
市

11
那須
塩原
市

12
さく
ら市

13
那須
烏山
市

14
下野
市

15
上三
川町

16
上河
内町

17
河内
町

18
西方
町

19
二宮
町

20
益子
町

21
茂木
町

22
市貝
町

23
芳賀
町

24
壬生
町

25
野木
町

26
大平
町

27
藤岡
町

28
岩舟
町

29
都賀
町

30
塩谷
町

31
高根
沢町

32
那須
町

33
那珂
川町

99
県
外・
不明

合計

陽光荘 2 3 1 2 1 9

英 1 1 1 1 1 1 6

うぐいす寮 8 1 1 10

めぐみハウス 9 9

ふるさとホーム那須 1 1 1 2 1 13 19

清和寮Ｂ 3 15 1 19

Co－net．若竹 8 1 1 1 1 1 4 17

すみれ荘 5 2 1 1 1 1 11

福祉ホーム宇都宮 6 6

精神障害者福祉ホーム計　⑪ 34 17 3 10 25 4 2 2 0 0 2 5 0 2 1 1 1 0 3 1 4 0 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 2 18 145

総        計 275 175 38 176 72 50 58 20 113 15 53 18 14 13 5 2 21 2 10 11 8 2 20 9 4 9 9 13 8 3 9 7 9 100 1351

ホーム
（Ａ型）

精神障害
者福祉
ホーム
（Ｂ型）
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市町村別退院可能精神障害者の推計

１　県内退院可能精神障害者数 （単位：人・％）

Ｂ Ｃ＝Ａ×Ｂ

18.6% 800
※　出典：平成１４年患者調査

２　市町村別退院可能精神障害者数 （単位：人）

H17.10.1人口
市町村別

退院可能精神障害者　⑫
A Ｂ＝800×Ａ÷ΣＡ

1 457,557 182
2 159,752 63
3 82,336 33
4 123,914 49

104,144 41
旧鹿沼市 94,007
旧粟野町 10,137

94,284 37
旧日光市 16,377
旧今市市 62,040
旧足尾町 3,248
旧栗山村 1,933
旧藤原町 10,686

7 160,142 64
8 66,360 26
9 79,017 31
10 35,683 14
11 115,031 46
12 41,383 16
13 31,151 12

59,125 23
旧南河内町 20,876
旧石橋町 20,488
旧国分寺町 17,761

15 31,590 13
16 9,545 4
17 35,177 14
18 6,977 3
19 16,640 7
20 25,085 10
21 16,404 7
22 12,402 5
23 16,367 7
24 40,103 16
25 25,908 10
26 28,813 11
27 18,056 7
28 19,010 8
29 13,563 5
30 13,462 5
31 30,913 12
32 26,692 11
33 19,866 8

2,016,452 800
※　出典：平成１７年国勢調査

下野市

上三川町

矢板市

那須塩原市

さくら市

那須烏山市

日光市

小山市

真岡市

大田原市

鹿沼市

宇都宮市

足利市

栃木市

佐野市

上河内町

河内町

西方町

二宮町

益子町

茂木町

市貝町

芳賀町

壬生町

野木町

大平町

藤岡町

合　計

那須町

那珂川町

5

6

14

岩舟町

都賀町

塩谷町

高根沢町

県内退院可能精神障害者入院患者数

NO 市町村名

受け入れ条件が整えば
退院可能な患者割合

4,300
Ａ
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総括表

【 結果出力ファイル１ 】

１．日中活動

生活介護
自立訓練
（機能訓練）

自立訓練
（生活訓練）

就労移行支援
就労継続支援
（雇用型）

就労継続支援
（非雇用型）

小　　計
（個別給付）

地域活動C
利用者

一般雇用
移行者

合　　計

①現在のサービス利用者

②H２３までの新規利用者

③小規模作業所からの移行数

④退院可能な精神障害者

合　　　計

２．居住

施設入所支援 訓練系入所
非雇用入所
その他

①現在のサービス利用者

②H２３までの新規利用者

③入所施設からの地域移行数
　　　　　【　再　掲　】

④退院可能な精神障害者

合　　　計

平成２３年度におけるサービス見込量の推計結果

属性　　　　　　　　　 新体系

属性　　　　　　　　　 新体系
小　　計
（施設系）

ＧＨ・ＣＨ
福祉ホーム
一般住居

合　　計

61 6 出力WS.xls



年度推移

【 結果出力ファイル２（日中活動） 】

１．既サービス利用者 （旧体系除）

生活介護 機能訓練 生活訓練 就労移行支援 一般雇用 雇用型 非雇用型 地域活動C 旧体系利用 合　　計

平成１８年度

平成１９年度

平成２０年度

平成２１年度

平成２２年度

平成２３年度

２．新規利用者（自然増） （旧体系除）

生活介護 機能訓練 生活訓練 就労移行支援 一般雇用 雇用型 非雇用型 地域活動C 旧体系利用 合　　計

平成１８年度

平成１９年度

平成２０年度

平成２１年度

平成２２年度

平成２３年度

３．小規模作業所利用者（個別給付移行） （旧体系除）

生活介護 機能訓練 生活訓練 就労移行支援 一般雇用 雇用型 非雇用型 地域活動C 旧体系利用 合　　計

平成１８年度

平成１９年度

平成２０年度

平成２１年度

平成２２年度

平成２３年度

４．退院可能精神障害者 （旧体系除）

生活介護 機能訓練 生活訓練 就労移行支援 一般雇用 雇用型 非雇用型 地域活動C 旧体系利用 合　　計

平成１８年度

平成１９年度

平成２０年度

平成２１年度

平成２２年度

平成２３年度

５．総　　計 （旧体系除）

生活介護 機能訓練 生活訓練 就労移行支援 一般雇用 雇用型 非雇用型 地域活動C 旧体系利用 合　　計

平成１８年度

平成１９年度

平成２０年度

平成２１年度

平成２２年度

平成２３年度
（単位：人）

各年度ごとの新体系への移行者推計（総計値）

新体系事業の年次推移（日中活動）

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

利
用
者
数
（
人
）

旧体系利用

地域活動C

非雇用型

雇用型

一般雇用

就労移行支援

生活訓練

機能訓練

生活介護
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住年度推移
【 結果出力ファイル２（居住） 】

１．既サービス利用者 （単位：人）

施設入所 非雇用入所 訓練施設 経過入所 旧体系利用 ＧＨ・ＣＨ 福祉ホーム・一般 合計 施設系合計

平成１８年度

平成１９年度

平成２０年度

平成２１年度

平成２２年度

平成２３年度

２．新規利用者（自然増）～入所施設およびＧＨの整備計画分
施設入所 非雇用入所 訓練施設 経過入所 旧体系利用 ＧＨ・ＣＨ 福祉ホーム・一般 合計 施設系合計

平成１８年度

平成１９年度

平成２０年度

平成２１年度

平成２２年度

平成２３年度

３．地域移行分（入所施設からＧＨへの転換分）【 再掲 】
施設入所 非雇用入所 訓練施設 経過入所 旧体系利用 ＧＨ・ＣＨ 福祉ホーム・一般 合計

平成１８年度

平成１９年度

平成２０年度

平成２１年度

平成２２年度

平成２３年度

４．退院可能精神障害者
施設入所 非雇用入所 訓練施設 経過入所 入院利用 ＧＨ・ＣＨ 福祉ホーム・一般 合計 施設系合計

平成１８年度

平成１９年度

平成２０年度

平成２１年度

平成２２年度

平成２３年度

５．総　　計
施設入所 非雇用入所 訓練施設 経過入所 旧体系利用 ＧＨ・ＣＨ 福祉ホーム・一般 合計 施設系合計

平成１８年度

平成１９年度

平成２０年度

平成２１年度

平成２２年度

平成２３年度

各年度ごとの新体系への移行者推計（総計値）

新体系事業の年次推移（居住）

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

利
用
者
数
（
人
）

旧体系利用

福祉ホーム・一般

ＧＨ・ＣＨ

経過入所

訓練施設

非雇用入所

施設入所
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別紙５

【精神退院者】各年度ごとの新体系への移行者推計

受け入れ条件が整えば退院可能者　＝ 800 人

生活訓練 就労移行支援 雇用型 非雇用型 合　　計

平成１７年度 0 0 0 0 0

平成１８年度 23 5 7 10 45

平成１９年度 45 9 14 22 90

平成２０年度 56 10 30 45 141

平成２１年度 65 12 48 68 192

平成２２年度 71 13 67 94 245

平成２３年度 78 13 87 119 297

見込まれるサービス利用割合

設定割合 生活訓練 就労移行支援 雇用型 非雇用型

平成１８年度 2.9% 0.6% 0.9% 1.3%
平成１９年度 5.7% 1.2% 1.7% 2.8%
平成２０年度 7.0% 1.3% 3.8% 5.7%
平成２１年度 8.1% 1.4% 5.9% 8.6%
平成２２年度 8.8% 1.6% 8.4% 11.7%

平成２３年度 9.7% 1.6% 10.9% 14.9%

入力シートからの引数
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住別紙５

【精神退院者】各年度ごとの新体系への移行者推計（居住系）

800 人

施設入所
（訓練施設）

旧体系利用
（入院）

GH 福祉ホーム・一般 合　　計

平成１７年度 0 0 0 0 0

平成１８年度 27 709 27 37 800

平成１９年度 54 618 54 73 800

平成２０年度 63 500 109 129 800

平成２１年度 71 381 163 184 800

平成２２年度 73 256 218 254 800

平成２３年度 75 130 272 323 800

見込まれるサービス利用割合

設定割合
施設入所
（訓練施設）

旧体系利用
（入院）

GH 福祉ホーム・一般

平成１８年度 3.4% 88.6% 3.4% 4.6%
平成１９年度 6.8% 77.2% 6.8% 9.1%
平成２０年度 7.8% 62.5% 13.6% 16.1%
平成２１年度 8.8% 47.7% 20.4% 23.0%
平成２２年度 9.1% 32.0% 27.2% 31.7%
平成２３年度 9.4% 16.2% 34.0% 40.3%

受け入れ条件が整えば退院可能者　＝

入力シートからの引数

65 6 出力WS.xls



平成１８年度地域生活支援事業

の国庫補助配分について

障害者の雇用・就労促進のための関係行政機関会議

Ｈ18.4.26 自立支援法関係資料３



① 統合補助金とし、個別事業の所要額に基づく配分は行わない。

② 事業の実施水準を全国的に平準化する観点から、事業水準が全

国並に達しない市町村等の底上げを図ること、また、現在の実施

水準の低下を招かないことに配慮する。

③ 以上の観点から、次の組み合わせで配分額を決定する。

・現在の事業実施水準を反映した基準による配分（事業実績割分）

・人口に基づく全国一律の基準による配分（人口割分）

１

配分の基本的な考え方



配分の枠組み（案）

平成１８年度の地域生活支援事業（２００億円 Ｈ１８年１０月～Ｈ１９年３月）の

配分比率は、以下のとおりとする。

なお、この取扱いは激変緩和を図るための暫定措置であり、平成２１年度以降、人口

に基づく全国一律の基準による配分とする予定である。

２

１．市町村と都道府県の配分比率

２．市町村の配分

３．都道府県の配分

事業実績割分：人口割分 ＝ ８：２

→ 事業実績割分については、事業評価指標により決定する。（別添）

（１） 基礎割分として、都道府県が実施しなければならない事業
について一定の評価を行う。

（２） 人口割分として、都道府県の人口規模に応じて配分する。

市町村：都道府県 ＝ ９：１



（別添）

○ 市町村への具体的な配分に用いる事業評価の指標については、次の実績を調査した

うえで、事業実績割分として決定することとする。

○ 別途、事業評価指標の調査票を送付する予定であるので、協力方お願いしたい。

小規模作業所（１か所の定員が概ね５名以上、原則週４日以上利
用できる事業に限る。）、デイサービス（障害児分を除く。）、
精神障害者地域生活支援センターのか所数

地域活動支援センター

移動介護の支給決定利用延べ時間数、移動介護の支給決定者数
（ただし、身体障害者・精神障害者の移動介護のうち身体介護を
伴うもの及び知的障害者・障害児の行動援護を除く。）

移動支援

日常生活用具、ストマ用装具（紙おむつ含む。）の支給件数日常生活用具

視覚、聴覚・言語障害者の手帳所持者数コミュニケーション支援

ホームヘルプサービスの支給決定者数相談支援

事業評価の指標事業

市町村の配分に用いる事業評価の指標

３



ア 事業実績割分の配分額

全国分の事業実績割配分額 ×

イ 人口割分の配分額

全国分の人口割配分額 ×

ウ Ａ市合計配分額（ア＋イ）

ア 基礎割分

イ 人口割分

（全国分の配分額 一 基礎割分の配分額） ×

ウ Ａ県合計配分額（ア＋イ）

Ａ市の事業評価指標

全国の事業評価指標

Ａ市の人口

市町村の人口の合計

Ａ県の人口

都道府県の人口の合計

○各市町村への具体的な配分の考え方

○各都道府県への具体的な配分の考え方

都道府県が実施しなければならない事業について一定の評価

④



注：様式を変更しないでください。

自治体名

時期（有の場合のみ） 合併後の名称

○○県 ○○市 １０月頃 ○○市 ○○町 ○○村

回答担当者

○　平成18年４月１日現在の管内人口（住民基本台帳ベース）

総人口（人）

0

１．相談支援事業

○　居宅介護等事業（身体、知的、児童）における各年度１０月１日現在の支給決定者数

15年度 16年度 17年度

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

　

○　精神障害者居宅介護等事業における各年度１０月１日現在の支給決定者数

15年度 16年度 17年度

0 0 0

0 0 0

○　視覚、聴覚・言語障害者の各年度末手帳所持者数

１５年度 １６年度 １７年度

0 0 0

0 0 0

0 0 0

３．日常生活用具給付等事業

○　日常生活用具、ストマ用装具（紙おむつを含む）各年度支給決定件数

15年度 16年度 17年度

重度身体障害者 0 0 0

重度身体障害児
重度知的障害児・者

0 0 0

計 0 0 0

身体障害者 0 0 0

身体障害児 0 0 0

計 0 0 0

0 0 0

計

手帳所持者数（人）

総計

支給決定件数（件）

ストマ用装具
（紙おむつを含む）

視覚障害

地域生活支援事業の国庫補助配分に係る事業評価指標調査

担当部（局）　課（室）　係 役職 氏名

調　　査　　票

都道府県名 団体コード
合併する他の市町村名（全て記入）

市区町村名

支給決定者数（人）

計

精神障害者居宅介護等事業

総計

２．コミュニケーション支援事業

電話番号 FAX e-mail

○○＠○○,○○

○○部○○課○○係 ○○

本年度中の合併予定

○○　○○

日常生活用具

00-0000-0000

身体障害者居宅介護等事業

支給決定者数（人）

0.　人　口

聴覚・言語障害

知的障害者居宅介護等事業

児童居宅介護等事業

00-0000-0000
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○　居宅介護等事業の移動介護（身体介護を伴わない）における各年度１０月１日現在の支給決定者数、各年度１０月（１ヶ月分）の支給決定延べ時間数

１５年度 １６年度 １７年度 １５年度 １６年度 １７年度

身体障害者 0 0 0 0.0 0.0 0.0

知的障害者 0 0 0 0.0 0.0 0.0

児童 0 0 0 0.0 0.0 0.0

0 0 0 0.0 0.0 0.0

※　３０分の支給決定は０．５時間で入力してください。

○　精神障害者居宅介護等事業の移動介護（身体介護を伴わない）における１７年度１０月１日現在の支給決定者数、１７年度１０月（１ヶ月分）の支給決定延べ時間数

１７年度 １７年度

精神障害者 0 0.0

0 0 0 0.0 0.0 0.0

○　小規模作業所（身体、知的、精神）、デイサービス事業事業所設置か所数、精神障害者地域生活支援センターの１７年度末現在の設置か所数

設置か所数

17年度

小規模作業所（身体・知的・精神） 0

身体障害者デイサービス事業所 0

知的障害者デイサービス事業所 0

精神障害者地域生活支援センター 0

0

支給決定延べ時間数（h）

４．移動支援事業

支給決定延べ時間数（h）

移動介護（身体介護を伴わない）

計

移動介護（身体介護を伴わない）

支給決定者数（人）

計

移動介護（身体介護を伴わない）

移動介護（身体介護を伴わない）

支給決定者数（人）

５．地域活動支援センター機能強化事業

総計
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平成１８年度地域生活支援事業の国庫補助配分に係る事業評価指標調査記入要領 
 

 

 市町村調査票（市町村担当者作成）  

 

１．自治体名等、回答担当者 

 ○ 自治体名等、回答担当者欄に記入 

    特に、今年度中の合併が「有」の場合は合併の時期、合併後の自治体名、合併する他の全ての市町村名につ

いて記入してください。 

 

２．人    口 

  ○ 平成１８年４月１日現在の管内人口（住民基本台帳ベース） 
       平成１８年４月１日現在の管内人口（住民基本台帳ベース）を記入してください。 
 

３．相談支援事業 

 ○ 居宅介護等事業（身体、知的、児童）における支給決定者数 

       身体障害者居宅介護等事業、知的障害者居宅介護等事業又は児童居宅介護等事業における各年度１０月１日
現在の支給決定者数を記入してください。 

  ○ 精神障害者居宅介護等事業において、便宜の供与が必要であると決定された者の数（以下「支給決定者数」と
いう。） 

       精神障害者居宅介護等事業における各年度１０月１日現在の支給決定者数を記入してください。 
 

４．コミュニケーション支援事業 

  ○ 視覚、聴覚・言語障害者の手帳所持者数（各年度末現在） 
       各年度末現在における各障害に認定された手帳所持者数を記入してください。 
 

５．日常生活用具給付等事業 

  ○ 日常生活用具の支給決定件数 
       重度身体障害者及び重度身体障害児・重度知的障害児・者の各年度における延べ支給件数を記入してくださ

い。 

       身体障害者及び身体障害児ストマ用装具（紙おむつを含む）の各年度における延べ支給件数を記入してくだ
さい。 

 

６．移動支援事業 

  ○ 居宅介護等事業の移動介護（身体介護を伴わない）における支給決定者数、支給決定延べ時間数 
       身体障害者居宅介護等事業、知的障害者居宅介護等事業又は児童居宅介護等事業の移動介護（身体介護を伴

わない）における各年１０月１日現在の支給決定者数、各年１０月（１ヶ月分）の支給決定延べ時間数を記入

してください。 

 ○ 精神障害者居宅介護等事業の移動介護（身体介護を伴わない）における支給決定者数、支給決定延べ時間数 

      精神障害者居宅介護等事業の移動支援（身体介護を伴わない）における平成１７年１０月１日現在の支給決
定者数、平成１７年１０月（１ヶ月分）の支給決定延べ時間数を記入してください。 

 ※ ３０分の支給決定は０．５時間で入力してください。 

 

７．地域活動支援センター機能強化事業 

   当該市町村に所在する以下の施設について記入してください。 
  ○ 小規模作業所の設置か所数  
      小規模作業所（身体・知的・精神）のうち、以下の要件を全て満たしている作業所の１７年度末現在の設置か

所数について記入してください。 

      ① 運営実績が概ね５年以上有する作業所 
      ② 実利用人員が概ね５人以上１９人以下である作業所 
      ③ 職員配置が２名以上であり、そのうち１名以上が常勤配置している作業所 
      ④ 原則週４日以上利用できる作業所 
  ○ デイサービス事業所設置か所数 
      身体障害者デイサービス事業又は知的障害者デイサービス事業のうち、実利用人員が概ね１０人以上１５人以

下（他の施設に併設されているものを除く。）の事業所の１７年度末現在の設置か所数を記入してください。 

  ○ 精神障害者地域生活支援センター設置か所数 
      精神障害者地域生活支援センターの１７年度末現在の設置か所数を記入してください。 
      ※ 市町村において把握が困難である場合には、適宜都道府県に確認してください。 
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 都道府県総括表（都道府県担当者作成）   

 

１．調査票の配付、回収 

  当省からメールにて配付された「調査票」エクセルファイルを管内市町村へ配付し、回収してください。 

 

２．都道府県総括表の作成 

  各市町村から提出された「調査票」エクセルファイルの市町村調査票シート名を当該市町村名に変更したうえで

当該シートをコピーし、「調査票」エクセルファイルを一つにまとめファイル名を当該都道府県名に変更してくだ

さい。 

  各市町村の調査票シート内の下に「都道府県総括表作成用欄（本欄には市町村データが自動入力されています。）」

がありますので、データの値をコピーして都道府県総括表に貼り付けて完成させてください。 

  表の完成後、各項目の合計欄を作成し、数値を確認（特に、人口欄の都道府県合計人数）してください。 

 

３．「都道府県ファイル」の送付 

   作成したファイルを下記メールアドレスまでメールにて送付してしてください。 
  提出〆切：平成１８年５月３１日（水） 

 
 
４．その他 
    国庫補助配分額の内示は７月頃を予定しておりますので、上記提出期限を厳守していただくようお願い申し上げ
ます。 

  本調査を含め、地域生活支援事業の内容、国庫補助配分の考え方については、別添資料「平成１８年度地域生活
支援事業の国庫補助配分について」を参照してください。 

 
 

 
（連絡先） 
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 
地域生活支援室地域生活支援事業係 
 担  当：内野、奥貫、佐々木、赤川 
 代  表：03-5253-1111(内線 3074 3075) 
  夜間直通：03-3595-2097 
 F A X   ：03-3503-1237 
 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   ：akagawa-hiromi@mhlw.go.jp  

 

















全国課長会議等における質疑応答（障害福祉計画関連）

NO. 質　問　項　目 質　　問　　の　　要　　旨 回　　　　　　　　　　　　　　　　　　答　　　　　　　　　　　　　　　　　　内　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 回答日

1

72 相談支援事業 地域生活支援事業において相談支援事業
は必須事業とされているが、補助事業であ
る「機能強化事業」「居住サポート事業」「成
年後見支援事業」も必須事業と考えるの
か。

相談支援事業自体は必須事業であるが、機能強化事業等は任意であり、行った場合は補助金の対象となる。 H18.5.11

2
75 地域活動支援センター 1８年度の小規模作業所の交付税はどのよ

うに措置されるのか。
１７年度と同額を措置したと聞いている。なお、１８年１０月以降の県分は市町村分に振り返る予定である。 H18.5.11

3
80 障害福祉計画 障害福祉計画の数値を超えるサービス提

供があった場合、国庫負担金は減額するの
か。

法律上はできることとなっているが、現在のところそのような取扱いは考えていない。（計画値を超えても国庫負担金
は減額しない。）

H18.5.11

4
80 障害福祉計画 精神障害者生活訓練施設は、施設入所削

減目標の７％削減対象なのか。
７％削減対象とするのは長期の入所が常態化しているものを想定している。精神障害者生活訓練施設は有期限の利
用形態であることから、一般的には７％削減対象施設にはならないと考えている。
なお、都道府県の判断として、長期の入所が常態化しているのであれば、７％の削減対象として差し支えない。

H18.5.11

5
80 障害福祉計画 既存の施設が新体系に移行するしようとす

る際、新たな施設設備基準に合致していな
い場合はどう取り扱うのか。

現存する施設については改築せずに運営できるように考えている。 H18.5.11

6
80 障害福祉計画 財政上の制約を理由に、事業者の指定を

拒否できるか。
事業者指定を拒否できるのは、法律上、計画の数値を超える場合などに限定されている。単に財政上の制約を理由
に指定を拒否することはできない。なお、計画を策定する際に、財政上の制約も踏まえて検討することは考えられる。

H18.5.11

7

80 障害福祉計画 移行計画書を１８年９月末までに事業者か
ら提出受けるというが、国への中間報告の
時期を考えると、中間報告に移行計画書の
内容を反映できないのではないか。

１８年９月に中間報告を国が求めるのは、国の予算に反映させるため。あくまでも中間報告で良い。後日、最終確定
値の報告を求めるが、その際には移行計画の内容も反映することとなる。

H18.5.11

8

80 障害福祉計画 旧体系で残る施設サービスについても障害
福祉計画に盛り込む必要があるのか。

障害福祉計画は新体系のサービスを定めるもの。２３年度末には全て新体系になることを前提に、それまでの間に新
体系で提供されるサービスを計画値として定めることになる。旧体系に残る量を計画に盛り込む必要はない。
ただし、入所施設のみは旧体系も合算した入所定員総数で管理することとなるので、新旧合わせて計画に盛り込むこ
ととなる。

H18.5.11

9
80 障害福祉計画 複数の市町村で共同して障害福祉計画を

策定することは可能か。
法律上は市町村障害福祉計画として各市町村ごとに計画を策定する必要がある。
なお、内容（数値目標等）を広域的に設定することは可能と考える。

H18.5.11

10
80 障害福祉計画 ７万人と言われている退院可能精神障害者

のスケジュールに矛盾はないか。
H14年に大臣答弁で「今後１０年」と言っており、H24までに解消することを正式な目標としている。そのため、今回の
計画期間のH23まででは全面解消とはならない。なお、H16のビジョンでも今後１０年と言っているが、前倒しで大臣答
弁の内容を目標にしている。

H18.5.11

11
80 障害福祉計画 H17に患者調査を行っているが、その集計

結果を今回の計画策定に反映しないのか。
H17の患者調査の集計には１年かかる見込みのため、今回の計画策定にはH14の患者調査の結果を使うことにな
る。

H18.5.11

80 栃木県保健福祉部障害福祉課




